
 
法
人
税
法
（
抄
）
（
昭
和
四
十
年
三
月
三
十
一
日
法
律
第
三
十
四
号
）  

（
寄
附
金
の
損
金
不
算
入
）  

第
三
十
七
条 

（
略
）  

二
、
三 

（
略
）  

つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

四 

第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
に
規
定
す
る
寄
附
金
の
額
の
う
ち
に
、
公
共
法
人
、
公
益
法
人
等
（
別
表
第

二
に
掲
げ
る
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
そ
の
他

特
別
の
法
律
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
の
う
ち
、
教
育
又
は
科
学
の
振
興
、
文
化
の
向
上
、
社
会
福
祉
へ
の
貢
献

そ
の
他
公
益
の
増
進
に
著
し
く
寄
与
す
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
に
対
す
る
当
該
法
人
の
主
た
る
目
的

で
あ
る
業
務
に
関
連
す
る
寄
附
金
（
前
項
各
号
に
規
定
す
る
寄
附
金
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
額
が
あ
る

と
き
は
、
当
該
寄
附
金
の
額
の
合
計
額
（
当
該
合
計
額
が
当
該
事
業
年
度
終
了
の
時
の
資
本
金
等
の
額
又
は
当
該

事
業
年
度
の
所
得
の
金
額
を
基
礎
と
し
て
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
を
超
え
る
場
合
に
は
、

当
該
計
算
し
た
金
額
に
相
当
す
る
金
額
）
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
寄
附
金
の
額
の
合
計
額
に
算
入
し
な
い
。
た

だ
し
、
公
益
法
人
等
が
支
出
し
た
寄
附
金
の
額
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

  

 

法
人
税
法
施
行
令
（
抄
）
（
昭
和
四
十
年
三
月
三
十
一
日
政
令
第
九
十
七
号
）  

（
公
益
の
増
進
に
著
し
く
寄
与
す
る
法
人
の
範
囲
）  

第
七
十
七
条 

法
第
三
十
七
条
第
四
項
（
公
益
の
増
進
に
著
し
く
寄
与
す
る
法
人
に
対
す
る
寄
附
金
）
に
規
定
す
る

政
令
で
定
め
る
法
人
は
、
次
に
掲
げ
る
法
人
と
す
る
。  

一 

独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第
一
項
（
定
義
）
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法

人  

 

独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
抄
）
（
平
成
十
一
年
七
月
十
六
日
法
律
第
百
三
号
）  

（
定
義
）  

第
二
条 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
独
立
行
政
法
人
」
と
は
、
国
民
生
活
及
び
社
会
経
済
の
安
定
等
の
公
共
上
の
見

地
か
ら
確
実
に
実
施
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
な
事
務
及
び
事
業
で
あ
っ
て
、
国
が
自
ら
主
体
と
な
っ
て
直
接
に
実
施

す
る
必
要
の
な
い
も
の
の
う
ち
、
民
間
の
主
体
に
委
ね
た
場
合
に
は
必
ず
し
も
実
施
さ
れ
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
も

の
又
は
一
の
主
体
に
独
占
し
て
行
わ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
公
共
上
の
事
務

等
」
と
い
う
。
）
を
効
果
的
か
つ
効
率
的
に
行
わ
せ
る
た
め
、
中
期
目
標
管
理
法
人
、
国
立
研
究
開
発
法
人
又
は

行
政
執
行
法
人
と
し
て
、
こ
の
法
律
及
び
個
別
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
設
立
さ
れ
る
法
人
を
い
う
。 

 

国
立
研
究
開
発
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
法
（
抄
）
（
平
成
十
六
年
十
二
月
三
日
法
律
第
百
五
十
五
号
）  

（
目
的
）  

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
国
立
研
究
開
発
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
の
名
称
、
目
的
、
業
務
の
範
囲
等
に
関

す
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。  

（
名
称
）  

第
三
条 

こ
の
法
律
及
び
独
立
行
政
法
人
通
則
法 

（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
。
以
下
「
通
則
法
」
と
い
う
。）

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
設
立
さ
れ
る
通
則
法
第
二
条
第
一
項 

に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人
の
名
称
は
、
国
立
研

究
開
発
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
と
す
る
。 
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